
償却資産 申告案内はがき 

さいたま市では、例年１２月中旬に、償却資産所有者の方へ償却資産申告書及び償却

資産申告の手引を送付しておりますが、一定の条件を満たす方には、事務負担軽減の観

点から、それらに代えて「申告案内はがき」をお送りします。申告案内はがきが届いた

方で、提出期限までに申告書の提出がない場合には、所有している償却資産に変更がな

いものとみなします。 

ただし、以下の場合には申告書の提出が必要です。 

（1）資産の増加・減少・修正等があった場合 

（2）廃業・転出・合併・相続等があった場合 

（3）償却資産の課税に関する証明書等が必要な場合 

なお、一定の条件を満たしても申告書の提出をお願いする場合があります。 
 

【見本】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〒330-0061 

さいたま市浦和区常盤 6 丁目 4 番２１号   電 話：048－829－1186 

さいたま市役所 南部市税事務所       FAX：048－829－1916 

資産課税課 償却資産係           （土日祝日を除く ８：３０～１７：１５） 

お問合せ先 


